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１　補正予算案の考え方について

　各局からの要求に対する財政局案の考え方は以下の通りです。

　各局からの要求に対する予算案の考え方は以下の通りです。

区分 理　　　　　由

① 所管局の要求（見積り）通り

② 事業内容、積算内容を精査のうえ計上

③ 局現計予算額の範囲内で対応を検討

④ 財政局案段階では未計上

区分 理　　　　　由

① 所管局の要求（見積り）通り

② 事業内容、積算内容を精査のうえ計上

③ 局現計予算額の範囲内で対応を検討

④ 計上せず
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２　補正予算要求事業

（１）総括表 （単位：百万円）
（　　）書は一般財源額

171 171 171 
(171) (171) (171)

27,826 27,826 27,826 
(5) (5) (5)

31,413 31,413 31,413 
(－) (－) (－)

繰越明許費  繰越明許費  繰越明許費  
     １件      １件      １件 

59,410 59,410 59,410 
(176) (176) (176)

繰越明許費  繰越明許費  繰越明許費  
     １件      １件      １件 

子ども青少年局

要 求 額 予 算 案区 分 財 政 局 案

合 計

健康福祉局

経済局
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（２）各局の内訳 （単位：百万円）
（　　）書は一般財源額

（経済局） 原油価格等高騰の影響を受ける 171 
経済対策特別資金 市内中小企業の支援として、経 171 (171)
（原油・原材料高関 済対策特別資金に原油・原材料 (171) 171 
連枠）融資に係る名 高関連枠を新設し、信用保証料 (171)
古屋市信用保証協会 の２分の１を補助
に対する信用保証料
補助

（健康福祉局） 特例措置期間の延長に伴う支給 19 
住居確保給付金の支 件数の増によるもの 19 (5)
給 (5) 19 

(5)
（健康福祉局） 支給対象者の拡充、申請期間の 857 
新型コロナウイルス 延長及び再支給の実施に伴う支 857 (－)
感染症生活困窮者自 給件数の増によるもの (－) 857 
立支援金の支給 (－)
（健康福祉局） 住民税非課税世帯等を対象とし 26,950 
住民税非課税世帯等 て１世帯当たり10万円を支給 26,950 (－)
臨時特別給付金の支 (－) 26,950 
給 (－)
（子ども青少年局） ０歳から18歳までの児童を養育 31,413 
子育て世帯臨時特別 し、所得が児童手当(本則給付) (－)
給付事業 所得制限限度額未満の世帯に対 31,413 うち繰越明許費

する給付 (－) 16,104 
　児童１人当たり10万円 うち繰越明許費 31,413 
　　給付金　　　５万円 16,104 (－)
　　クーポン　　５万円 うち繰越明許費

16,104 

①

①

①

4

要求額
財政局案

①

要 求 概 要
番
号

事 項 名

3
①

①

2

①

5

①

1

①

①

考え方
予算案
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（全体についてのお問い合わせ先）

（各局お問い合わせ先）

担 当 局 室 担 当 課 電 話 番 号

財 政 局 財 政 課 052-972-2306

子 ど も 青 少 年 局

電 話 番 号担 当 課担 当 局 室

健 康 福 祉 局 052-972-2608総 務 課

052-972-2407経 済 局 総 務 課

052-972-3193企 画 経 理 課


